
生活保護を申請したい方へ 

 

生活保護の申請は国民の権利です。 

生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものです。 

ためらわずにご相談ください。 
  

 

◎生活保護の申請について、よくある誤解（詳しくは生活保護制度をご覧ください） 

１.扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談して

からでないと申請できない、ということはありません。 

 

２.住むところがない人でも申請できます。 

・まずは現在いる場所のお近くの福祉事務所へご相談ください。 

・例えば、施設に入ることに同意することが申請の条件ということはありません。 

 

３.持ち家がある人でも申請できます。 

・利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については、

保有が認められる場合があります。まずはご相談ください。 

必要な書類が揃っていなくても申請は出来ます。福祉事務所とご相談ください。 

   

４.働く能力がある人はその能力を活用することが保護の要件ですが、現在の状況下に

おいて、十分に求職活動を行うことが難しいと認められる場合は、この要件について

いったん判断されないまま、保護を受けることができる場合があります。 

 

５.利用しうる資産を活用することが保護の要件ですが、例外もあります。 

・自動車については処分していただくのが原則ですが、通勤用の自動車を持ちながら

求職している場合に、処分しないまま保護を受けることができる場合があります。 

・自営業のために必要な店舗・器具も、処分しないまま保護を受けることができる場

合があります。 

上記のことについて、該当する場合はまずはお住まいの福祉事務所にご相談ください。 

 

 竹田市福祉事務所 

  〒878-8555 大分県竹田市大字会々１６５０番地   

竹田市役所 社会福祉課 生活保護係 

   ℡ 0974-63-4811  E-mail fukusi@city.taketa.lg.jp 


